
JP WO2009/139292 A1 2009.11.19

(57)【要約】
　素子形成基板（１）上に有機発光層を含む有機ＥＬ素
子（２）が積層形成されると共に、前記素子形成基板と
の間で、前記有機ＥＬ素子を収容するようにして封止す
る封止基板（３）とが備えられる。前記素子形成基板と
前記封止基板の周縁部において接着剤による封止部（４
）が形成されると共に、前記封止部により囲まれた有機
ＥＬ素子を形成した前記素子形成基板と、前記平板状の
封止基板との間にはグリース層もしくはゲル層（５）が
前記両者に密着した状態で収容されている。前記グリー
ス層もしくはゲル層には、オルガノシロキサン結合（－
Ｒ2ＳｉＯ－）もしくはフッ素化ポリエーテル（－ＣＦ2

ＣＦＹＯ－）を骨格とするオリゴマーまたはポリマーが
含まれる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　素子形成基板上に有機発光層を含む有機ＥＬ素子が形成されると共に、前記素子形成基
板との間で、前記有機ＥＬ素子を収容するようにして封止する封止基板とを備えた有機Ｅ
Ｌ発光装置であって、
　前記素子形成基板と前記封止基板の周縁部において接着封止部が形成されると共に、前
記封止部により囲まれた有機ＥＬ素子を形成した前記素子形成基板と、前記封止基板との
間にグリース層もしくはゲル層が密着した状態で収容されたことを特徴とする有機ＥＬ発
光装置。
【請求項２】
　前記グリース層もしくはゲル層に、オルガノシロキサン（－Ｒ1Ｒ2ＳｉＯ－、Ｒ1およ
びＲ2は飽和または不飽和のアルキル基、置換または無置換のフェニル基、飽和または不
飽和のフルオロアルキル基を示す。）またはフッ素化ポリエーテル（－ＣＦ2ＣＦＹＯ－
、ＹはＦまたはＣＦ3を示す。）を骨格に含むオリゴマーまたはポリマーを含むことを特
徴とする請求項１に記載された有機ＥＬ発光装置。
【請求項３】
　前記封止基板は、平板状であるかまたは周縁部が前記素子形成基板側に接するように中
央部にへこみをつけた断面凹状の基板であり、前記周縁部の接着封止部は接着剤による封
止であるかまたは熱融着による封止であることを特徴とする請求項１に記載された有機Ｅ
Ｌ発光装置。
【請求項４】
　前記グリース層もしくはゲル層に、前記オルガノシロキサンとして、〔－（Ｒ1Ｒ1Ｓｉ
Ｏ）l－（Ｒ1Ｒ2ＳｉＯ）m－（Ｒ1Ｒ3ＳｉＯ）n－、Ｒ1はメチル基、Ｒ2はビニル基また
はフェニル基、Ｒ3は－ＣＨ2ＣＨ2ＣＦ3のフルオロアルキル基を示し、l、m、nは整数を
示すが３つのうち２個以下の数字は０でも良い。〕を骨格に含むオリゴマーまたはポリマ
ーが含まれることを特徴とする請求項２に記載された有機ＥＬ発光装置。
【請求項５】
　前記グリース層もしくはゲル層に、前記フッ素化ポリエーテルとして（－ＣＦ2ＣＦＹ
Ｏ－、ＹはＦまたはＣＦ3を示す。）を骨格に含み末端にＳｉを含む官能基を持つオリゴ
マーまたはポリマーを含むことを特徴とする請求項２に記載された有機ＥＬ発光装置。
【請求項６】
　前記グリース層またはゲル層には、吸湿剤または伝熱剤もしくは吸湿剤と伝熱剤が添加
剤として含まれていることを特徴とする請求項１に記載された有機ＥＬ発光装置。
【請求項７】
　前記吸湿剤として化学的吸湿剤もしくは物理的吸湿剤の１種または複数を混合物として
、前記グリース層またはゲル層に分散させて用いたことを特徴とする請求項６に記載され
た有機ＥＬ発光装置。
【請求項８】
　前記化学的吸湿剤として酸化カルシウム、酸化バリウム、酸化ストロンチウムから選ば
れた１種または複数を混合物として用いることを特徴とする請求項７に記載された有機Ｅ
Ｌ発光装置。
【請求項９】
　前記物理的吸湿剤として合成ゼオライト、シリカゲルの一方または両者を混合物として
用いることを特徴とする請求項７に記載された有機ＥＬ発光装置。
【請求項１０】
　前記伝熱剤として金属酸化物または窒化物もしくは合成ゼオライト、シリカゲルのうち
１種または複数を混合物として、前記グリース層またはゲル層に分散させて用いたことを
特徴とする請求項６に記載された有機ＥＬ発光装置。
【請求項１１】
　前記金属酸化物として酸化シリコン、酸化アルミニウム、酸化カルシウム、酸化バリウ
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ム、酸化ストロンチウムから選ばれた１種または複数を混合物として用いることを特徴と
する請求項１０に記載された有機ＥＬ発光装置。
【請求項１２】
　前記窒化物として窒化シリコン、窒化アルミニウムの一方または両者を混合物として用
いることを特徴とする請求項１０に記載された有機ＥＬ発光装置。
【請求項１３】
　前記グリース層またはゲル層に含まれる添加剤の含有量が、前記平板状の封止基板を用
いる場合、重量比で１０％～８０％であり、前記添加剤を含むグリース層またはゲル層の
厚さが１０～１００μｍであることを特徴とする請求項６に記載された有機ＥＬ発光装置
。
【請求項１４】
　前記グリース層またはゲル層に含まれる添加剤の含有量が、前記断面凹状の封止基板を
用いる場合、重量比で１０％～８０％であることを特徴とする請求項６に記載された有機
ＥＬ発光装置。
【請求項１５】
　前記封止基板における前記素子形成基板に対峙する面には、化学的吸湿剤もしくは物理
的吸湿剤の１種または複数を混合物として含む樹脂からなる吸湿層がさらに配置されてい
ることを特徴とする請求項１に記載された有機ＥＬ発光装置。
【請求項１６】
　前記有機ＥＬ素子が、前記素子形成基板に沿って単一の面状に、または複数の面状に分
割して配列されていることを特徴とする請求項１に記載された有機ＥＬ発光装置。
【請求項１７】
　前記グリース層もしくはゲル層と接する前記有機ＥＬ素子の最上部に、有機もしくは無
機層による保護膜を形成したことを特徴とする請求項１に記載された有機ＥＬ発光装置。
【請求項１８】
　前記保護膜が酸化珪素や窒化珪素、または素子を形成する材料からなる有機物、もしく
は前記有機物と無機物との混合物からなり、これらのうち１種または複数の積層膜からな
ることを特徴とする請求項１７に記載された有機ＥＬ発光装置。
【請求項１９】
　前記グリース層もしくはゲル層が、これに対峙する前記有機ＥＬ素子による発光部の外
周よりも大きく形成されていることを特徴とする請求項１に記載された有機ＥＬ発光装置
。
【請求項２０】
　前記吸湿層が、これに対峙する前記有機ＥＬ素子による発光部の外周よりも大きく形成
されていることを特徴とする請求項１５に記載された有機ＥＬ発光装置。
【請求項２１】
　封止基板の片面に、グリースもしくはゲル剤を塗布する工程と、
　前記封止基板における前記グリースもしくはゲル剤を塗布した面の外周縁に沿って、封
止部を形成するための接着剤を塗布する工程と、
　予め有機発光層を含む有機ＥＬ素子を積層形成した素子形成基板における前記有機ＥＬ
素子の形成面を、前記封止基板におけるグリースもしくはゲル剤の塗布面に対峙させる工
程と、
　貼り合わせ装置に装着されて対峙した状態における前記封止基板と前記素子形成基板と
の間の空間内の気体を排気する工程と、
　前記封止基板と前記素子形成基板との間の空間内の気体を排気した状態において、前記
封止基板と素子形成基板を接近させて前記グリースもしくはゲル剤の塗布面を前記有機Ｅ
Ｌ素子側に密着させる工程と、
　前記密着状態において、前記封止部を形成するための接着剤を硬化させる工程と　が実
行されることを特徴とする有機ＥＬ発光装置の製造方法。
【請求項２２】
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　封止基板の片面に、グリースもしくはゲル剤を塗布する工程と、
　前記封止基板における前記グリースもしくはゲル剤を塗布した面の外周縁に沿って、封
止部を形成するための無機フリット剤を塗布する工程と、
　予め有機発光層を含む有機ＥＬ素子を積層形成した素子形成基板における前記有機ＥＬ
素子の形成面を、前記封止基板におけるグリースもしくはゲル剤の塗布面に対峙させる工
程と、
　貼り合わせ装置に装着されて対峙した状態における前記封止基板と前記素子形成基板と
の間の空間内の気体を排気する工程と、
　前記封止基板と前記素子形成基板との間の空間内の気体を排気した状態において、前記
封止基板と素子形成基板を接近させて前記グリースもしくはゲル剤の塗布面を前記有機Ｅ
Ｌ素子側に密着させる工程と、
　前記密着状態において、レーザー照射により前記封止部を形成するための無機フリット
剤を加熱融着させることで、前記封止部を形成する熱融着工程と、
　が実行されることを特徴とする有機ＥＬ発光装置の製造方法。
【請求項２３】
　封止基板の片面にグリースもしくはゲル剤を塗布する工程の実行前に、前記封止基板の
片面に予め吸湿剤を含む樹脂からなる吸湿層を形成し、当該吸湿層の形成面にグリースも
しくはゲル剤を塗布する工程が実行されることを特徴とする請求項２１または請求項２２
に記載された有機ＥＬ発光装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、発光源として有機ＥＬ（エレクトロルミネッセンス）素子を用いた有機Ｅ
Ｌ発光装置およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機ＥＬ素子は低電圧の直流電源により駆動されることで高い発光効率を有し、軽量か
つ薄型化が可能であることから、一部の携帯型機器などにおけるフラットパネルディスプ
レイ（ＦＰＤ）に利用されており、また同素子を面発光源として、例えば液晶表示素子の
バックライトとして利用する形態のものも提供されている。
【０００３】
　一方、有機ＥＬ素子は発光層に用いる素材の選択により、種々の発光色を得ることがで
き、したがって各発光色を単独で、または二種以上の発光色を組み合わせることにより、
任意の発光色を得ることも可能となる。それ故、有機ＥＬ素子を比較的広い面積を有する
面発光源（発光パネル）として構成することで、例えば宣伝広告用の発光ポスター、電飾
用光源の他、室内や車内等を照明する高効率な光源として利用することができる。
【０００４】
　前記した有機ＥＬ素子は、対向する電極間に直流電圧が印加されることで、陰極側から
注入された電子と、陽極側から注入されたホールが発光層内で再結合し、そのエネルギー
が蛍光物質を励起して発光するようになされる。このために、前記した発光層からの発光
を外部に取り出す必要があり、したがって少なくとも一方の電極は透明電極が用いられる
。この透明電極としては、通常においては酸化インジウムスズ（ＩＴＯ）などが用いられ
る。
【０００５】
　一方、透明電極を構成する前記したＩＴＯは、その電気抵抗率が１×１０-4Ωｃｍ程度
であり、通常の金属材料に比較してその電気抵抗率は１～２桁高いものとなる。したがっ
て、有機ＥＬ素子を発光駆動するための直流電流が前記透明電極に流れることにより、当
該透明電極はその電気抵抗により発熱することになる。
【０００６】
　また、前記有機ＥＬ素子は素子固有の発光閾値電圧以上の電圧が順方向に加わった時に
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発光し、それに印加される電流の値が大きくなるほど、その発光輝度が大きくなる特性を
有する。
【０００７】
　一方、有機ＥＬ素子を構成するＩＴＯなどの透明電極の抵抗値は前述のように高く、有
機ＥＬ発光パネルの給電部分近傍が給電部から離れた部分よりも電流が流れやすくなる。
従って、発光パネル全体では定電流駆動していても、給電部近傍が給電部から離れた部分
よりも電流値が大きくなるので明るく発光し、発光輝度ムラが発生する。加えて、有機Ｅ
Ｌ発光素子の発光に寄与しない電流は熱に変わるので、明るい部分すなわち電流が多く流
れる部分は有機ＥＬ発光素子の発光に寄与しない電流の絶対量も大きく暗い部分よりも発
熱量が大きくなる。
【０００８】
　この発熱により有機ＥＬ素子の温度が上がると更に電流が流れやすくなり、明るく光ら
せるために電流、電圧が比較的高い領域では暴走的に電流が流れるようになり、有機ＥＬ
素子の破壊に至る場合もある。
【０００９】
　以上のように、有機ＥＬ素子を構成する前記した透明電極による発熱と有機ＥＬ素子自
体の持つ特性による発熱の影響を受けて、ＥＬ素子の発光輝度にムラが発生するという問
題が発生し、有機ＥＬ素子により比較的大きな面積を有する面発光光源を形成した場合に
おいては、一般的に面発光光源の中央部が暗く、その周囲に設けた給電部近傍が明るいと
いう輝度傾斜（輝度ムラ）が発生することになる。
【００１０】
　ところで、前記した有機ＥＬ素子の発熱に伴う、輝度ムラの発生を抑制するものとは解
決しようとする課題は異なるものの、後で詳細に説明するこの発明にかかる有機ＥＬ発光
装置と基本構成が近似するものとして、次に示す特許文献１～３に示された有機ＥＬ発光
装置を挙げることができる。
【特許文献１】特開２０００－３５７５８７号公報
【特許文献２】特開２００１－２１７０７１号公報
【特許文献３】特開２００３－１７３８６８号公報
【００１１】
　図１２は前記特許文献１に開示された有機ＥＬ発光装置の例を模式図（断面図）で示し
たものであり、有機ＥＬ素子１１が形成された素子形成基板１２に、断面が凹型に形成さ
れた封止部材１３の開口部四辺が接着剤１４により取り付けられる。前記封止部材１３の
内側面には乾燥剤１５が配置されると共に、前記素子形成基板１２と封止部材１３とによ
り形成される空間部１６には、不活性ガスを封入した構成にされている。
【００１２】
　また、前記した特許文献２に開示の有機ＥＬ発光装置においては、有機ＥＬ素子が形成
された素子形成基板に、同様に断面が凹型に形成された封止部材が取り付けられ、前記素
子形成基板と封止部材との空間部には不活性液体からなる乾燥剤を注入したものが示され
ている。前記不活性液体からなる乾燥剤は前記有機ＥＬ素子を保護しようとするものであ
り、前記乾燥剤は有機層における薄膜材料の劣化を防止させるものであると説明されてい
る。
【００１３】
　また前記した特許文献３に開示の有機ＥＬ発光装置においても同様に、有機ＥＬ素子が
形成された素子形成基板をキャップガラスで覆い、前記キャップガラスで覆われた有機Ｅ
Ｌ素子が配置された空間部に封止液体、例えばシリコンオイルを封入して素子形成基板と
キャップガラスの周縁をシール剤でシールした構成が開示されている。この特許文献３に
開示の有機ＥＬ発光装置においても、前記封止液体により有機ＥＬ素子を防湿させる作用
が得られると説明されている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１４】
　前記した特許文献１～３に開示されたもの以外にも、素子形成基板に形成された有機Ｅ
Ｌ素子を封止する構成を開示した特許文献が多数存在するが、これらの大多数は有機ＥＬ
素子を湿気から保護し、有機ＥＬ素子にいわゆるダークスポット（発光エリアの中の微小
な非発光部）が発生するのを抑制させようとする点に着目されている。
【００１５】
　この発明は、前記したように有機ＥＬ素子を湿気から保護することは勿論のこと、さら
に有機ＥＬ素子からの発熱を効率良く封止基板に伝達し、さらにパネル外部に放熱するこ
とができ、前記したように有機ＥＬ素子の発熱を効果的に放熱することにより輝度ムラの
発生を効果的に抑制することができる有機ＥＬ発光装置およびその製造方法を提供するこ
とを課題とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　前記した課題を解決するためになされたこの発明にかかる有機ＥＬ発光装置は、素子形
成基板上に有機発光層を含む有機ＥＬ素子による発光部が形成されると共に、前記素子形
成基板との間で、前記有機ＥＬ素子を収容するようにして封止する封止基板とを備えた有
機ＥＬ発光装置であって、前記素子形成基板と前記封止基板の周縁部において接着封止部
が形成されると共に、前記封止部により囲まれた有機ＥＬ素子を形成した前記素子形成基
板と、前記封止基板との間にグリース層もしくはゲル層が前記両者に密着した状態で収容
される点に特徴を有する。
【００１７】
　この場合、前記グリース層もしくはゲル層に、オルガノシロキサン（－Ｒ1Ｒ2ＳｉＯ－
、Ｒ1およびＲ2は飽和または不飽和のアルキル基、置換または無置換のフェニル基、飽和
または不飽和のフルオロアルキル基を示す。）またはフッ素化ポリエーテル（－ＣＦ2Ｃ
ＦＹＯ－、ＹはＦまたはＣＦ3を示す。）を骨格に含むオリゴマーまたはポリマーが含ま
れることが望ましい。
【００１８】
　また前記封止基板は、平板状であるかまたは周縁部が前記素子形成基板側に接するよう
に中央部にへこみをつけた断面凹状の基板が用いられ、好ましくは前記周縁部の接着封止
部は接着剤による封止、もしくは熱融着による封止手段が採用される。
【００１９】
　そして、前記グリース層もしくはゲル層に含まれる前記オルガノシロキサンとして、よ
り好ましくは、〔－（Ｒ1Ｒ1ＳｉＯ）l－（Ｒ1Ｒ2ＳｉＯ）m－（Ｒ1Ｒ3ＳｉＯ）n－、Ｒ1

はメチル基、Ｒ2はビニル基またはフェニル基、Ｒ3は－ＣＨ2ＣＨ2ＣＦ3のフルオロアル
キル基を示し、l、m、nは整数を示すが３つのうち２個以下の数字は０でも良い。〕を骨
格に含むオリゴマーまたはポリマーが利用される。
【００２０】
　さらに、前記グリース層もしくはゲル層に含まれる前記フッ素化ポリエーテルとして、
より好ましくは、（－ＣＦ2ＣＦＹＯ－、ＹはＦまたはＣＦ3を示す。）を骨格に含み末端
にＳｉを含む官能基を持つオリゴマーまたはポリマーが利用される。
【００２１】
　加えて、前記グリース層またはゲル層には、吸湿剤または伝熱剤もしくは吸湿剤と伝熱
剤が添加剤として含まれていることが望ましい。この場合、前記吸湿剤として化学的吸湿
剤もしくは物理的吸湿剤の１種または複数を混合物として、前記グリース層またはゲル層
に分散させて用いることが望まれる。
【００２２】
　そして、前記化学的吸湿剤としては酸化カルシウム、酸化バリウム、酸化ストロンチウ
ムから選ばれた１種または複数を混合物として用いることができる。また前記物理的吸湿
剤としては合成ゼオライト、シリカゲルの一方または両者を混合物として用いることがで
きる。
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【００２３】
　また、前記伝熱剤としては金属酸化物または窒化物もしくは合成ゼオライト、シリカゲ
ルのうち１種または複数を混合物として、前記グリース層またはゲル層に分散させて用い
ることが望まれる。
【００２４】
　この場合、前記金属酸化物としては酸化シリコン、酸化アルミニウム、酸化カルシウム
、酸化バリウム、酸化ストロンチウムから選ばれた１種または複数を混合物として用いる
ことができる。また前記窒化物としては窒化シリコン、窒化アルミニウムの一方または両
者を混合物として用いることができる。
【００２５】
　そして、好ましい実施の形態においては、前記グリース層またはゲル層に含まれる添加
剤の含有量は、前記平板状の封止基板を用いる場合、重量比で１０％～８０％であり、前
記添加剤を含むグリース層またはゲル層の厚さが１０～１００μｍの範囲に設定される。
【００２６】
　また、前記した断面凹状の封止基板を用いる場合においては、前記グリース層またはゲ
ル層に含まれる添加剤の含有量は、重量比で１０％～８０％の範囲に設定される。
【００２７】
　一方、前記封止基板における前記素子形成基板に対峙する面には、酸化カルシウム、酸
化バリウム、酸化ストロンチウム等から選ばれた化学的吸湿剤もしくは合成ゼオライト、
シリカゲルから選ばれた物理的吸湿剤を１種または複数を混合物として含む樹脂からなる
吸湿層がさらに配置された構成も好適に採用し得る。
【００２８】
　また前記した有機ＥＬ素子は、前記素子形成基板に沿って単一の面状に、または複数の
面状に分割して配列された構成にされる。さらに、前記グリース層もしくはゲル層と接す
る前記有機ＥＬ素子の最上部には、有機もしくは無機層による保護膜が形成されているこ
とが望ましい。
【００２９】
　この場合、前記保護膜は好ましくはＳｉＯ、ＳｉＯ2、ＳｉＯＮ、Ｓｉ3Ｎ4から選ばれ
た酸化珪素や窒化珪素、またはα－ＮＰＤ（Ｂｉｓ［Ｎ－（１－ｎａｐｈｔｈｙｌ）－Ｎ
－ｐｈｅｎｙ］ｂｅｎｚｉｄｉｎｅ）や、Ａｌｑ［Ｔｒｉｓ（８－ｈｙｄｒｏｘｙｑｕｉ
ｎｏｌｉｎａｔｏ）ａｌｕｍｉｎｕｍ（3）］などの素子を形成する有機物、または前記
有機物と無機物との混合物からなり、これらのうち１種または複数の積層膜により形成さ
れる。
【００３０】
　そして、好ましい形態においては、前記グリース層もしくはゲル層が、これに対峙する
前記有機ＥＬ素子による発光部の外周よりも大きく形成される。加えて、前記吸湿層は、
これに対峙する前記有機ＥＬ素子による発光部の外周よりも大きく形成される。
【００３１】
　一方、この発明にかかる有機ＥＬ発光装置における好ましい第１の製造方法においては
、封止基板の片面に、グリースもしくはゲル剤を塗布する工程と、前記封止基板における
前記グリースもしくはゲル剤を塗布した面の外周縁に沿って、封止部を形成するための接
着剤を塗布する工程と、予め有機発光層を含む有機ＥＬ素子を積層形成した素子形成基板
における前記有機ＥＬ素子の形成面を、前記封止基板におけるグリースもしくはゲル剤の
塗布面に対峙させる工程と、貼り合わせ装置に装着されて対峙した状態における前記封止
基板と前記素子形成基板との間の空間内の気体を排気する工程と、前記封止基板と前記素
子形成基板との間の空間内の気体を排気した状態において、前記封止基板と素子形成基板
を接近させて前記グリースもしくはゲル剤の塗布面を前記有機ＥＬ素子側に密着させる工
程と、前記密着状態において、前記封止部を形成するための接着剤を硬化させる工程とが
実行される。
【００３２】
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　また、この発明にかかる有機ＥＬ発光装置における好ましい第２の製造方法においては
、封止基板の片面に、グリースもしくはゲル剤を塗布する工程と、前記封止基板における
前記グリースもしくはゲル剤を塗布した面の外周縁に沿って、封止部を形成するためのガ
ラスペースト等の無機フリット剤を塗布する工程と、予め有機発光層を含む有機ＥＬ素子
を積層形成した素子形成基板における前記有機ＥＬ素子の形成面を、前記封止基板におけ
るグリースもしくはゲル剤の塗布面に対峙させる工程と、貼り合わせ装置に装着されて対
峙した状態における前記封止基板と前記素子形成基板との間の空間内の気体を排気する工
程と、前記封止基板と前記素子形成基板との間の空間内の気体を排気した状態において、
前記封止基板と素子形成基板を接近させて前記グリースもしくはゲル剤の塗布面を前記有
機ＥＬ素子側に密着させる工程と、前記密着状態において、レーザー照射により前記封止
部を形成するためのガラスペースト等の無機フリット剤を加熱融着させることで、前記封
止部を形成する熱融着工程とが実行される。
【００３３】
　また前記した製造方法においては、封止基板の片面にグリースもしくはゲル剤を塗布す
る工程の実行前に、前記封止基板の片面に予め吸湿剤を含む樹脂からなる吸湿層を形成し
、当該吸湿層の形成面にグリースもしくはゲル剤を塗布する工程が実行される製造方法を
採用することもできる。
【発明の効果】
【００３４】
　前記した構成の有機ＥＬ発光装置によると、素子形成基板と封止基板の周縁部において
接着剤による封止部が形成され、前記封止部により囲まれた有機ＥＬ素子を形成した前記
素子形成基板と、前記封止基板との間にグリース層もしくはゲル層が前記両者に密着した
状態で収容された構成にされる。そして、前記グリース層もしくはゲル層には、オルガノ
シロキサン（－Ｒ1Ｒ2ＳｉＯ－）、もしくはフッ素化ポリエーテル（－ＣＦ2ＣＦＹＯ－
）を骨格とするオリゴマーまたはポリマーが含まれる。
【００３５】
　前記したオルガノシロキサンもしくはフッ素化ポリエーテルを骨格とするオリゴマーま
たはポリマーを含むグリース層もしくはゲル層によると、前記した特許文献１～３に記載
されたように有機ＥＬ素子を形成した素子形成基板と封止基板との間に気体もしくは液体
を封入した構成に比較して、熱伝導率を向上させることができ、前記グリース層もしくは
ゲル層を介して有機ＥＬ発光装置の放熱を早めると共に全体温度を均一に保持させること
ができる。
【００３６】
　これにより、比較的大きな発光面積を有する有機ＥＬ発光装置であっても、動作温度を
均一化させることが可能となり、有機ＥＬ発光パネルにおける前記した有機ＥＬ素子の特
性、発熱の影響から生ずる輝度ムラを効果的に抑制させることができる。
【００３７】
　また、前記したグリース層もしくはゲル層は、有機ＥＬ素子に対して防湿の機能を果た
し、このグリース層もしくはゲル層に、さらに吸湿剤を分散させることにより、前記吸湿
剤により、有機ＥＬ素子に対する防湿効果をより一層向上させることができる。
【００３８】
　加えて、有機ＥＬ素子を積層形成した前記素子形成基板と、平板状に形成された前記封
止基板の周縁部において、接着剤によりもしくはレーザー融着により両者を封止する構成
にすることで、封止基板をキャップ状に成形した前記特許文献１～３に開示された有機Ｅ
Ｌ発光装置に比較して、封止基板の加工を簡素化することができ、製造コストの低減に寄
与することができる。
【００３９】
　また、中央部にへこみをつけた断面凹状の封止基板を用いた場合においても、前記屈曲
部の縁部と、前記素子形成基板との間において接着剤によりもしくはレーザー融着により
両者を封止することができ、封止の信頼性ならびに製造コストの低減に寄与することがで
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きる。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】この発明にかかる有機ＥＬ発光装置の第１の実施の形態を中央で破断した状態で
示した模式図である。
【図２】図１に示す発光装置における有機ＥＬ素子の積層構成例を説明する平面図である
。
【図３Ａ】図１に示す有機ＥＬ発光装置を製造する場合における前半のプロセスを説明す
る模式図である。
【図３Ｂ】同じく後半のプロセスを説明する模式図である。
【図４】測定に供するために作成した試作物の形態を示した模式図である。
【図５】試作した有機ＥＬ素子の積層構成例を示した説明図である。
【図６】温度測定の結果を示した表図である。
【図７】発光装置への通電時における表面温度の測定結果を示した線図である。
【図８】図７における一部についてスケールを拡大して示した線図である。
【図９】この発明にかかる有機ＥＬ発光装置の第２の実施の形態を中央で破断した状態で
示した模式図である。
【図１０】図９に示す有機ＥＬ発光装置を製造する場合における初期段階のプロセスを説
明する模式図である。
【図１１】この発明にかかる有機ＥＬ発光装置の第３の実施の形態を中央で破断した状態
で示した模式図である。
【図１２】従来の有機ＥＬ発光装置の一例を中央で破断した状態で示した模式図である。
【符号の説明】
【００４１】
　１　　　　　素子形成基板
　２　　　　　有機ＥＬ素子
　２Ａ　　　　透明電極
　２Ｂ　　　　有機発光層
　２Ｃ　　　　対向電極
　２Ｄ　　　　保護膜
　３　　　　　封止基板
　４　　　　　封止部（接着剤）
　５　　　　　グリース層、ゲル層（グリース剤、ゲル剤）
　６　　　　　吸湿層
　７ａ，７ｂ　貼り合わせ装置
　８，９　　　補助板
　Ｅ１　　　　直流電源
　Ｌ　　　　　発光部
【発明を実施するための最良の形態】
【００４２】
　以下、この発明にかかる有機ＥＬ発光装置について、図に示す実施の形態に基づいて説
明する。図１はこの発明にかかる有機ＥＬ発光装置の基本構成例を模式図（断面図）によ
り示したものである。符号１はガラス等の透明な素材により例えば矩形状に形成された素
子形成基板を示し、この素子形成基板１の一方の面（図に示す上面）には有機ＥＬ素子２
が積層形成されている。
【００４３】
　また、前記素子形成基板１における有機ＥＬ素子２の積層形成面に対峙するようにして
、同じく矩形状に形成された平板状の封止基板３が配置されており、両者はその四辺の周
縁部において接着剤による封止部４により封止されている。そして、前記封止部４により
囲まれた有機ＥＬ素子２を形成した前記素子形成基板１と、前記平板状の封止基板３との
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間の空間部には、常温において半固体状のグリース層もしくはゲル層５が前記両者に密着
した状態で収容されている。
【００４４】
　すなわち、図１に示す実施の形態においては、前記グリース層もしくはゲル層５は、前
記素子形成基板１と封止基板３との間に形成された空間部をほぼ埋めるようにして収容さ
れており、これにより前記グリース層もしくはゲル層５は、これに対峙する前記有機ＥＬ
素子２による発光部Ｌ（後述する透明電極２Ａと対向電極２Ｃで挟まれた有機発光層２Ｂ
部分）の外周よりも大きく形成されている。
【００４５】
　図２は前記素子形成基板１に形成された有機ＥＬ素子２の基本構成例を示したものであ
り、図２においては有機ＥＬ素子２を構成する各層を層方向に分離した状態で示している
。すなわち、この種の有機ＥＬ素子２は、前記素子形成基板１の片面に、まず第１電極と
なる例えばＩＴＯによる透明電極２Ａが所定のパターンに形成されている。
【００４６】
　また、前記透明電極２Ａに重畳されるようにして有機発光層２Ｂが成膜される。この有
機発光層２Ｂは、例えばホール輸送層、発光層、電子輸送層などにより構成されるが、図
においては一層の有機発光層２Ｂとして示している。そして、前記有機発光層２Ｂに重畳
されるようにして第２電極となる例えばアルミニウムなどによる対向電極２Ｃが形成され
ている。
【００４７】
　前記した透明電極２Ａ、有機発光層２Ｂ、対向電極２Ｃにより形成された有機ＥＬ素子
２には、さらに当該有機ＥＬ素子の少なくとも前記透明電極２Ａと対向電極２Ｃで挟まれ
た発光部Ｌの全体を覆うようにして有機もしくは無機層による保護膜２Ｄが必要に応じて
成膜される。これにより有機ＥＬ素子２は前記保護膜２Ｄを介して前記グリース層もしく
はゲル層に接するように構成される。
【００４８】
　そして、前記透明電極２Ａと、対向電極２Ｃとの間には直流電源Ｅ１が接続され、これ
により有機発光層２Ｂにおける前記透明電極２Ａと対向電極２Ｃで挟まれた部分（発光部
Ｌ）が発光し、その光は前記透明電極２Ａおよび素子形成基板１を透過して外部に導出さ
れる。
【００４９】
　ところで、前記した特許文献１～３に開示された有機ＥＬ発光パネルのように、窒素な
どの不活性気体やフッ素オイルなどの不活性液体を封入したものにおいては、前記段落番
号（０００７）～（０００９）においてすでに説明した理由により、面発光光源の中央部
が暗く、その周囲に設けた給電部近傍が明るいという輝度傾斜（輝度ムラ）が発生するこ
とになる。
【００５０】
　そこで、図１および図２に示した実施の形態においては、前記したとおり有機ＥＬ素子
２が成膜された素子形成基板１とこれに対向する封止基板３との間に、グリース層もしく
はゲル層５が両者に密着した状態で収容されており、このグリース層もしくはゲル層５は
、その良好な熱伝導特性により、比較的広い面積を有する有機ＥＬ発光装置であっても、
輝度ムラの発生を効果的に抑制するようになされる。
【００５１】
　前記グリース層もしくはゲル層５には、オルガノシロキサン（－Ｒ1Ｒ2ＳｉＯ－、Ｒ1

およびＲ2は飽和または不飽和のアルキル基、置換または無置換のフェニル基、飽和また
は不飽和のフルオロアルキル基を示す。）またはフッ素化ポリエーテル（－ＣＦ2ＣＦＹ
Ｏ－、ＹはＦまたはＣＦ3を示す。）を骨格に含むオリゴマーまたはポリマーを含み、さ
らに吸湿剤または伝熱剤、もしくは吸湿剤と伝熱剤が添加剤として含まれていることが望
ましい。
【００５２】
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　前記オルガノシロキサン結合（－Ｒ2ＳｉＯ－）を骨格とするオリゴマーまたはポリマ
ーとしては、例えばジメチルシロキサン結合（－（ＣＨ3）2ＳｉＯ－）を骨格とするオリ
ゴマーまたはポリマーを好適に利用することができ、具体的には、東レ・ダウコーニング
株式会社製ＳＥ１８８０や信越化学工業株式会社製ＫＥ１０５７などを用いることができ
る。
【００５３】
　また、前記オルガノシロキサンとしては、好ましくは〔－（Ｒ1Ｒ1ＳｉＯ）l－（Ｒ1Ｒ

2ＳｉＯ）m－（Ｒ1Ｒ3ＳｉＯ）n－、Ｒ1はメチル基、Ｒ2はビニル基またはフェニル基、
Ｒ3は－ＣＨ2ＣＨ2ＣＦ3のフルオロアルキル基を示し、l、m、nは整数を示すが３つのう
ち２個以下の数字は０でも良い。〕を骨格に含むオリゴマーまたはポリマーを用いること
もできる。
【００５４】
　前記したフッ素化ポリエーテルとして（－ＣＦ2ＣＦＹＯ－、ＹはＦまたはＣＦ3を示す
。）を骨格に含み、末端にＳｉを含む官能基を持つオリゴマーまたはポリマーの例として
は、信越化学工業株式会社製ＳＩＦＥＬ８４７０，８３７０を挙げることができる。
【００５５】
　また、前記グリース層もしくはゲル層５に含まれる前記した吸湿剤は、好ましくは当該
グリース層もしくはゲル層に分散された状態で含まれ、この吸湿剤としては化学吸着また
は物理吸着により水分を捕獲するいずれのものも採用することができる。この場合、化学
吸着する吸湿剤としての好ましい例としては、酸化カルシウム、酸化バリウム、酸化スト
ロンチウム等の微粉末を挙げることができ、物理吸着する吸湿剤としての好ましい例とし
ては、合成ゼオライト、シリカゲル等を挙げることができる。
【００５６】
　また、前記グリース層もしくはゲル層５に含まれる前記した伝熱剤としては、例えば酸
化シリコン、酸化アルミニウム、酸化カルシウム、酸化バリウム、酸化ストロンチウム、
から選ばれた金属酸化物、または窒化シリコン、窒化アルミニウムから選ばれた窒化物の
微粉末、もしくは合成ゼオライト、シリカゲルのうち１種または複数の混合物として、前
記グリース層またはゲル層に分散させて用いることが望ましい。
【００５７】
　加えて、前記グリース層またはゲル層５に含まれる添加剤の含有量は、重量比で１０％
～８０％であり、前記添加剤を含むグリース層またはゲル層５の厚さは１０～１００μｍ
の範囲に設定されることが望ましい。
【００５８】
　前記添加剤の含有量が、重量比で１０％未満であると、吸湿効果および伝熱効果が小さ
くなり、また重量比が８０％を超えると形状保持力が強すぎて所望の塗布ができないとい
う問題が発生する。
【００５９】
　また前記添加剤を含むグリース層またはゲル層の厚さを１０～１００μｍとする根拠は
、その厚さが１０μｍ未満であると、封止基板および素子形成基板に圧力が加わった時に
、素子にダメージが加わり、電極間のショートやダークエリアそれぞれの不良が最適値の
３０％以上の割合で増加することが判明している。
【００６０】
　また前記厚さが１００μｍを超えると周辺の接着部の厚さが１００μｍ以上と大きくな
り、接着部からパネル内部への水分拡散量が増大し、例えば６０℃／９０％の耐湿試験を
行った時のダークエリアの拡大速度が大きくなるという問題が招来されることも本件出願
の発明者の試作実験等で判明している。
【００６１】
　前記したようにグリース層もしくはゲル層５に吸湿剤を分散することにより、有機ＥＬ
素子に発生するダークスポットの発生および拡大といった素子の劣化現象を効果的に抑制
する作用を果たす。また、グリース層もしくはゲル層５に前記した伝熱剤を含有させるこ
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とで、グリース層もしくはゲル層５が保有する独自の伝熱特性に加えて、さらにその特性
を助長させることができ、前記した有機ＥＬ発光装置に生ずる輝度ムラのより効果的な抑
制に寄与することができる。
【００６２】
　また、前記グリース層もしくはゲル層５と接する前記した有機ＥＬ素子２の最上部に形
成された保護膜２Ｄとしては、望ましくはＳｉＯ、ＳｉＯ2、ＳｉＯＮ、Ｓｉ3Ｎ4などの
酸化珪素や窒化珪素、またはα－ＮＰＤ（Ｂｉｓ［Ｎ－（１－ｎａｐｈｔｈｙｌ）－Ｎ－
ｐｈｅｎｙ］ｂｅｎｚｉｄｉｎｅ）や、Ａｌｑ［Ｔｒｉｓ（８－ｈｙｄｒｏｘｙｑｕｉｎ
ｏｌｉｎａｔｏ）ａｌｕｍｉｎｕｍ（3）］など、有機ＥＬ素子のホール輸送層、電子輸
送層、発光層、キャリアのバリア層、電荷発生層として用いられる材料による有機物から
なり、これらのうち１種または複数の積層膜から構成される。
【００６３】
　図３Ａおよび図３Ｂは、前記した構成による有機ＥＬ発光装置を製造する場合における
好ましい製造プロセスを順に説明するものである。なお、以下に説明する製造プロセスは
、窒素などの不活性ガスの雰囲気中において実行される。先ず、図３Ａの（Ａ）に示すよ
うに、平板状に形成された封止基板３の片面に、前記したオルガノシロキサン結合（－Ｒ

2ＳｉＯ－）もしくはフッ素化ポリエーテル（－ＣＦ2ＣＦＹＯ－）を骨格とするオリゴマ
ーまたはポリマーを含むグリースもしくはゲル剤（グリース層もしくはゲル層と同一の符
号５示す。）を塗布する工程が実行される。
【００６４】
　この場合、前記グリースもしくはゲル剤５の塗布には、例えばディスペンス或いはスク
リーン印刷法などが用いられ、前記グリースもしくはゲル剤５は、封止基板３の中央部に
塗布される。グリースもしくはゲル剤５は、封止基板３上でその塗布形状を維持する半固
体状物質であり、常温で３Ｐａ・Ｓ（パスカル・セック）以上の粘度が好ましい。また塗
布後に加熱硬化し、さらに粘度が上昇するものでもよい。
【００６５】
　グリースもしくはゲル剤５の塗布する工程は、前記したように材料の塗布以外に、シ－
ト状にしたゲル剤５を封止基板３の片面に布設（載置）する方法も含むものである。
【００６６】
　続いて、図３Ａの（Ｂ）に示すように、前記封止基板３における前記グリースもしくは
ゲル剤を塗布した面の外周縁に沿って、封止部４を形成するための接着剤（封止部と同一
の符号４で示す。）を塗布する工程が実行される。この接着剤４としてはＵＶ硬化性樹脂
を好適に利用することができる。
【００６７】
　次に図３Ａの（Ｃ）に示すように、予め有機発光層を含む有機ＥＬ素子５を積層形成し
た素子形成基板１における前記有機ＥＬ素子２の形成面を、前記した封止基板３における
グリースもしくはゲル剤５の塗布面に対峙させるようになされる。この工程においては符
号７ａおよび７ｂで模式的に示した貼り合わせ装置に、前記素子形成基板１および封止基
板３が前記した状態でセットされることになる。
【００６８】
　そして、図３Ａの（Ｄ）に示すように、貼り合わせ装置７Ａ，７Ｂに装着されて対峙し
た状態における前記封止基板３と前記素子形成基板１との間の空間内の気体を排気する工
程が実行される。
【００６９】
　続いて、図３Ｂの（Ｅ）に示すように、前記封止基板３と前記素子形成基板１との間の
空間内の気体を排気した状態において、前記封止基板３と素子形成基板１を接近させて前
記グリースもしくはゲル剤５の塗布面を前記有機ＥＬ素子２側に密着させる工程が実行さ
れる。すなわち、前記素子形成基板１に前記封止基板３を接触させ、排気・減圧すること
により、前記グリースもしくはゲル剤５が流動し、前記素子形成基板１に形成された有機
ＥＬ素子２側に密着する。
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【００７０】
　この場合、図に示すように素子形成基板１の上面側には例えば石英ガラスにより形成さ
れたマスク付きの補助板８が押し当て位置決めのために当てられ、また封止基板３の下面
にも金属板などで形成された補助板９が押し付けのために当てられる。
【００７１】
　そして、図に矢印Ａで示したように封止基板３の下面に配置された補助板９を介して、
封止基板３を上に押し上げるように作用させる。これにより、封止基板３の外周縁に沿っ
て塗布された前記接着剤４は、対向する素子形成基板１側に接する。また前記グリースも
しくはゲル剤５の塗布面は、前記有機ＥＬ素子側２に密着すると共に、前記接着剤４で囲
まれた空間の全域に押し広げられる。
【００７２】
　すなわち、図３Ａの（Ａ）に示したように封止基板１の片面にグリースもしくはゲル剤
を基板の中央部に適当な面積をもって塗布することで、グリース層もしくはゲル層５は、
これに対峙する前記有機ＥＬ素子２の外周部よりも大きく形成される。
【００７３】
　続いて、図３Ｂの（Ｆ）に示すように、素子形成基板１および封止基板３の対向する四
辺に封止部を形成するための接着剤４を硬化させる工程が実行される。この工程において
は、石英ガラスにより形成された前記補助板８の上側に、ＵＶ投射ランプＬａが配置され
、前記マスク付きの補助板８および素子形成基板１を介してＵＶ光を投射することで接着
剤４を硬化させることができる。補助板８に形成される前記マスクは、ＵＶ投射ランプか
らのＵＶ光が有機ＥＬ素子に投射されるのを阻止し、これにより有機ＥＬ素子にダメージ
を与えるのを防止するように作用する。
【００７４】
　なお、前記した接着剤４に代えてガラスペースト等の無機フリット剤を用い、レーザー
照射により前記無機フリット剤を加熱融着させることで、前記封止部を形成する熱融着手
段を採用することもできる。その後、図３Ｂの（Ｇ）に示すように補助板８，９を排除し
、大気圧に戻して貼り合わせ装置から成形品を取り出すことで有機ＥＬ発光装置を得るこ
とができる。
【００７５】
　以上説明した製造プロセスにより成形された有機ＥＬ発光装置について、発光駆動時に
おける表面温度について測定した結果を、図４～図８に示している。なお図４は測定に供
するために作成した試作物の形態を示したものであり、この例においては、一辺が１１５
ｍｍの正方形に形成された発光部Ｌを備えた有機ＥＬ発光装置について、その表側（素子
形成基板１側）のＡ～Ｉで示す９点を温度測定点とした例を示している。
【００７６】
　また、図５は試作した有機ＥＬ素子２の積層構成例を示したものであり、図５には各層
の名称と、これを構成する機能素材について示している。なお、この図５に示す例におい
ては、二層の発光層を備えたマルチフォトン構造の素子を構成している。
【００７７】
　図６は、比較例として素子形成基板１と封止基板３との空間部に窒素を充填したもの、
また液体を充填したもの、さらにこの発明にかかるゲル／グリースを充填したものについ
て、図４に示すＡ～Ｉ点における実測温度を（℃）を示している。なお、この実測値は通
電経過後３０分の時点における温度を示している。また測定に供するための試作物におい
ては、いずれも封止基板３側の外側にアルミナなどの放熱剤を塗布した板厚０．５ｍｍの
アルミニウム製の均熱板を、伝熱部材を介して貼り付けている。前記均熱板としては銅板
など他の金属を用いることもできる。
【００７８】
　そして、比較例として示した充填物としての液体は、１００℃で減圧・加熱した東レ・
ダウコーンニング株式会社製のメチルフェニルシリコーンオイル（ＳＨ５５０）を用いて
いる。また、この発明にかかる有機ＥＬ発光装置においては、ゲル層に、シリコーンゲル
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として信越化学工業株式会社製ＫＥ１０５７を５０ｗｔ％、吸湿剤として酸化カルシウム
３０ｗｔ％、伝熱材として酸化アルミニウムを２０ｗｔ％を用いた例を示している。
【００７９】
　また図７は、前記した液体を充填物とした比較例と、この発明にかかるゲルを充填物と
した有機ＥＬ発光装置において、図４に示すＥ点における表裏の温度（℃）を通電から３
０分経過までと、これに続く消灯後の経過を示している。また図８は図７における通電か
ら１５分ないし３０分経過まで間の測定結果を、スケールを拡大した状態で示している。
【００８０】
　この図７および図８においては、この発明にかかる有機ＥＬ発光装置についての測定結
果を、「ゲル封止：表（光取り出し側）」および「ゲル封止：裏（封止側）」と標記して
おり、これに比較される従来例についての測定結果を、「液封止：表（光取り出し側）」
および「液封止：裏（封止側）」と標記している。
【００８１】
　図６に示されているように、この発明にかかるゲルを充填物に用いた発光装置によると
、液体を充填物に用いた発光装置に比較して、Ａ～Ｉ点の温度の平均値が大幅に低減され
ることが理解できる。また、Ａ～Ｉ点の最大値と最小値の差（Ｍａｘ－Ｍｉｎ）もきわめ
て小さく成されることも理解できる。
【００８２】
　さらに図８に示されたように、液体を充填物に用いた発光装置における測定結果による
と、通電から３０分経過した時点での表裏の温度差は、Ｄｔ１として示すように約７．０
℃の差が有るのに対して、同時点におけるこの発明にかかる発光装置の表裏の温度差は、
Ｄｔ２として示すように約１．３℃の差に抑えられることが示されている。
【００８３】
　したがって、この発明にかかる有機ＥＬ発光装置によると、すでに説明した発明の効果
の欄に記載した作用効果が発揮されることが前記測定結果からも理解することができる。
【００８４】
　次に図９は、この発明にかかる有機ＥＬ発光装置にかかる他の実施の形態を模式的に示
したものである。なお、この図９においてはすでに説明した図１に示す各部に相当する部
分を同一符号で示しており、したがってその説明は省略する。この図９に示した実施の形
態においては、封止基板３における素子形成基板１に対峙する面には、吸湿剤を含む樹脂
からなる吸湿層６がさらに配置された構成にされている。
【００８５】
　前記吸湿層６は、これを構成する樹脂に吸湿剤が分散されて含まれ、これにより水分を
捕獲することで前記した有機ＥＬ素子２におけるダークスポットの発生および拡大を効果
的に抑制することができる。この場合、吸湿層６を形成する樹脂としては、例えば、熱ま
たはＵＶ硬化性のエポキシ系またはアクリル系樹脂を用いることができ、この樹脂に前記
したとおり吸湿剤を分散させることにより吸湿層６が形成される。
【００８６】
　なお、前記樹脂に分散される吸湿剤としては、化学吸着または物理吸着により水分を捕
獲するいずれのものも採用することができ、具体的には前記したグリース層もしくはゲル
層５に分散された状態で含む吸湿剤と同様のものを用いることができる。そして、図９に
示すように前記吸湿層６は、これに対峙する前記有機ＥＬ素子２の発光部Ｌの外周部より
も大きく形成されており、これにより十分な吸湿効果を発揮することができる。また吸湿
層６は有機金属錯体系の液体吸湿剤を塗布し、乾燥または硬化させるタイプのものであっ
ても良く、具体的には、双葉電子工業株式会社製ＯｌｅＤｒｙなどを用いることができる
。
【００８７】
　図９に示した実施の形態においては、封止基板３に吸湿層６を取り付ける形で配置した
ことにより、この有機ＥＬ発光装置においては吸湿剤を含まないグリース層もしくはゲル
層５を用いることもでき、また吸湿剤を分散させて含むグリース層もしくはゲル層５を併
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用することもできる。このように吸湿剤を分散させて含むグリース層もしくはゲル層５に
加え、前記した吸湿層６を備えた構成とした場合には、さらにダークスポットの抑制効果
が得られる。
【００８８】
　加えて、グリース層もしくはゲル層５に前記した伝熱剤を分散させると共に、前記した
ように吸湿層６を備えた構成とした場合には、グリース層もしくはゲル層５が保有する独
自の伝熱特性に加えて、吸湿層６が保有する独自の伝熱特性が作用して、前記した有機Ｅ
Ｌ発光装置に生ずる輝度ムラのより効果的な抑制に寄与することができる。
【００８９】
　図１０は、図９に示す構成の有機ＥＬ発光装置を製造する場合における製造プロセスを
説明するものであり、すでに説明した図３Ａの（Ａ）に示すプロセスを二つに分けて実行
する様子を示している。すなわち、図１０に示す（Ａ１）においては、平板状の封止基板
３の片面に前記した吸湿層６を形成する工程が実行される。その次に前記吸湿層６の形成
面に、当該吸湿層６に重畳させるようにしてグリースもしくはゲル剤５を塗布する工程が
実行される。
【００９０】
　続いて図３Ａの（Ｂ）以降に示した各工程を実行することにより、図９に示す吸湿層６
を備えた有機ＥＬ発光装置を製造することができる。そして、図９に示した構成の有機Ｅ
Ｌ発光装置においても、すでに説明した発明の効果の欄に記載した作用効果を発揮するこ
とができる。
【００９１】
　以上説明した実施の形態においては、封止基板３として平板状のものを用いた例を示し
ているが、これに代えて、周縁部が素子形成基板に接するように中央部にへこみをつけた
断面凹状の封止基板、すなわち図１１に示された形態の封止基板３を用いることもできる
。なお図１１においては、すでに説明した図１と同一の機能を果たす部分を同一符号で示
している。この場合、グリースもしくはゲル剤５は凹部を充填し、また密着する量にする
ことが望ましい。また、封止基板や有機ＥＬ素子が形成される素子形成基板は、フレキシ
ブルな樹脂材料を用いることも可能である。
【００９２】
　また、以上説明した実施の形態においては、有機ＥＬ素子２を形成する一対の透明電極
２Ａおよび対向電極２Ｃは、素子形成基板１の面に沿って面状に（ベタ電極として）それ
ぞれ形成されているが、前記透明電極２Ａをストライプ状に形成すると共に、前記対向電
極２Ｃを透明電極２Ａに直交するようにしてストライプ状に形成することで、有機ＥＬ素
子を両者の交差位置において分割され、複数の発光部を備える有機ＥＬ素子を構成するこ
とができる。
【００９３】
　この発明は前記したように有機ＥＬ素子の発光部を複数配列した有機発光装置にも適用
することができ、同様の作用効果を得ることができる。またこの場合、複数の有機ＥＬ素
子を直列に接続した構成（面直列構造）の有機発光装置であっても同様の作用効果を得る
ことができる。
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【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】



(18) JP WO2009/139292 A1 2009.11.19

10

20

30

40

【国際調査報告】



(19) JP WO2009/139292 A1 2009.11.19

10

20

30

40



(20) JP WO2009/139292 A1 2009.11.19

10

20

30

40



(21) JP WO2009/139292 A1 2009.11.19

10

20

30

40



(22) JP WO2009/139292 A1 2009.11.19

10

20

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),
EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,SE,SI,S
K,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BH,BR,BW,
BY,BZ,CA,CH,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,K
E,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL
,PT,RO,RS,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,ZA,ZM,ZW

(72)発明者  川島　康貴
            滋賀県甲賀市水口町日電３－１　ＮＥＣライティング株式会社内
(72)発明者  中居　茂之
            大阪府大阪市中央区備後町３丁目３番７号　コイズミ照明株式会社内
Ｆターム(参考) 3K107 AA01  BB01  BB02  BB06  BB08  CC23  CC24  CC33  CC45  EE42 
　　　　 　　        EE46  EE48  EE50  EE51  EE53  EE55  FF14  FF15  GG28 
　　　　 　　  4J002 CH021 CH051 CP031 CP081 CP141 DE066 DE086 DJ006 DJ016 FD206
　　　　 　　        GQ00  GQ03 

（注）この公表は、国際事務局（ＷＩＰＯ）により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に
係る日本語特許出願（日本語実用新案登録出願）の国際公開の効果は、特許法第１８４条の１０第１項(実用新案法 
第４８条の１３第２項）により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

